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この要領は、常陸大宮市が実施する「常陸大宮市山方地域センター整備基本設計及び実施設計業

務委託」のプロポーザルについて必要な事項を規定したものである。 

 

１ 趣旨 

本業務は「常陸大宮市山方地域センター整備基本設計及び実施設計業務」を委託するにあたり、市

民が気軽に立ち寄り、市政に関する情報を得ることができ、更に災害防災対応拠点機能をはじめ、市民

交流や様々な活動を行うことが出来る交流スペースを整備することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）委託業務名 

常陸大宮市山方地域センター整備基本設計及び実施設計業務委託 

（２）業務目的 

本業務は、支所及び公民館機能の複合施設に関する基本構想を実現するため、建物等の合 

理的な設計提案を求める観点から、公募型プロポーザル方式を採用する。 

（３）業務委託料 

９２，２００，０００円を上限とする。（消費税相当額を含む。） 

（４）履行期間 

契約日の翌日から令和７年３月３１日まで 

（５）事業概要 

別添「常陸大宮市山方地域センター整備事業概要」による。 

 

３ プロポーザルの概要 

（１）選定方式 

 （２）日程 

【実施要領の公表】令和６年４月２日（火）から 

【現地見学会】令和６年４月１６日（火）　午前１０時００分から 

【質疑受付期間】令和６年４月３日（水）から令和６年４月１８日（木）午後４時まで 

【参加表明書受付】令和６年４月１７日（水）から令和６年４月３０日（火）午後４時まで 

【第１次審査書類提出期間】令和６年５月１７日（金）午後４時まで 

【第１次審査結果通知】令和６年５月　下旬 

【第２次審査プレゼンテーション・ヒアリング】令和６年６月　中旬予定 

【第２次審査結果通知】令和６年６月　下旬予定 

 
審査段階 審査方法 備　考

 １次審査 設計チームの能力及び企画提案書の審

査

参加者から５者程度選定 

する。

 ２次審査 プレゼンテーション・ヒアリングを実

施し企画提案書の内容を精査し、評価

する。

１次審査で選考された者 

から最優秀者、次点（優秀 

者）を決定する。
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４ プロポーザル関連資料の配布 

（１）資料名 

① 常陸大宮市山方地域センター整備基本設計及び実施設計業務委託プロポーザル実施要領 

② 常陸大宮市山方地域センター整備事業概要 

③ その他資料（位置図、平面図等） 

（２）配布方法 

① 上記（１）は、常陸大宮市ホームページからのダウンロードとする。 

ＵＲＬ

https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/business/nyusatsu/proposal_info/ 

（３）その他 

本プロポーザル関連資料は、上記（２）のホームページにおいて随時更新する。 

 

５ 参加資格及び条件等 

参加を希望する者の資格要件は、次のとおりとする。 

（１） 設計実績 

過去１５年以内に、国又は地方公共団体等が発注した公共施設（庁舎、社会教育施設、

業務施設、商業施設）または、住宅以外の民間施設で、木質材料（製材、集成材、ⅬⅤ

Ⅼ、ＣＬＴ等）を用いた構法で延べ床面積が８００㎡以上の新築工事に係る実施設計業

務を元請で受託した実績があること。 

（２） 参加要件 

県内に営業拠点を有する法人その他の団体（以下、「法人等」という。）であって、次の要 

件をすべて満たすものであること。 

　　【単体企業の場合】 

　　ア　常陸大宮市建設工事等入札参加資格者名簿（建築関係建設コンサルタント業務）に搭 

載されていること。 

　　イ　常陸大宮市建設工事等請負業者指名停止等措置要領（平成2年大宮町訓令第13号）に 

基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

　　ウ　建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の３第1項の規定により、一級建築士事務所 

登録簿に登録された者であること。 

　　エ　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者である 

こと。 

　　オ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされてない 

者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい 

ない者であること。 

カ　手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実がり、経営状 

況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

　　キ　国税及び地方税を完納していること。 

　　ク　暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者であきらかに請

負者（受託者）として不適当であると認められた者でないこと。 

https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/business/nyusatsu/proposal_info/
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　　ケ　設計共同体の構成員として又は他の単独企業若しくは設計共同体の協力事務所として、

今回のプロポーザルに参加していないこと。 

【設計共同体の場合】 

　　ア　設計共同体で今回のプロポーザルに参加しようとする場合の構成員の数は、２者である

こと。 

　　イ　構成員の代表者（以下「代表構成員」という。）は、設計共同体において中心的役割を

担う履行能力を持ち、かつ出資比率の大きい者であること。 

　　ウ　代表構成員又は構成員のどちらか一方が、常陸大宮市建設工事等入札参加資格者名簿

（建築関係建設コンサルタント業務）に登録されていること。 

　　エ　代表構成員及び構成員は【単体企業の場合】のウからケに掲げる条件をすべて満たす者

であること。 

　　オ　構成員が単体企業又は他の設計共同体の構成員や協力事務所として今回のプロポーザル

に参加していないこと。 

（３） 技術者の資格要件 

　　　ア　管理技術者、照査技術者各1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であるこ

と。 

　　　イ　管理技術者は、提出者の組織に属していること。 

　　　ウ　配置予定技術者は、参加表明書等の提出日以前に参加表明書者と直接的かつ恒常的雇用

関係が３か月以上あること。 

　　　エ　建築士法（昭和25年法律第202号）第10条第1項に規定する懲戒の処分を受けていない者

であること。 

 

６ 参加表明書の提出書類 

　 本プロポーザルへ参加しようとする者は、提出書類に符号を記した表紙とインデックスを付け、

Ａ４ファイルに綴じた次の書類を２部（正本・副本）提出すること。 

（１）提出書類 

・参加表明書（様式第１号） 

・設計共同体届出書（様式第２号） 

　※設計共同体の場合のみ提出すること。 

・会社概要　（様式第３号） 

　　　　※設計共同体の場合は、構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。 

　　　　　任意様式（所在地、商号又は名称、代表者氏名、電話、ＦＡＸ、役割担当を明記）とする。 

　　　・業務実績書（任意様式） 

　　　　※業務内容（発注者、業務名、業務内容）、施設の概要（用途、構造・階数、延床面積、完

成年月日）、設計業務完了年月日等を記載すること。 

　　　　※記入した業務について、契約書（鑑）の写し及び施設の概要が確認できる平面図、写真等

を添付すること。 

　　　　※受賞実績がある場合、全国規模の受賞実績を優先に記載し、受賞した賞の名称及び表彰を

行った団体名を記載すること。 
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　　　・委任状及び営業所一覧表（様式第４号） 

※支店等から参加する場合のみ 

　　　・納税証明書（国税、都道府県税及び市町村税） 

※国税：様式その３の３（税務署発行） 

※都道府県税：課税されている全税目について未納がない証明（都道府県税務所発行） 

※市町村税：市税について、未納の税額がない証明（市町村役所発行） 

（２）提出方法 

　　　　郵送又は持参（郵送の場合は、配達証明付書留郵便とし提出期限までに必着とする。） 

　（３）提出期限 

　　　　令和６年４月１７日（水）から令和６年４月３０日（火）午後４時必着 

（４）提出先 

　　　　常陸大宮市　地域創生部　山方支所　総合窓口・地域振興グループ 

　 

７ 企画提案書等の提出 

　（１）企画提案書（様式第６号） 

※企画提案書は、合計３枚以内とすること。また電子データ PDF（ＣＤ）を１部提出するこ 

と。 

※配置計画平面図（Ａ３判横２枚以内）を添付すること。 

※提案目的物の概要図（完成予想図）、鳥瞰図を添付すること。 

　　　・設計業務委託見積書　（様式第７号） 

（２）提出方法 

　　　　郵送又は持参（郵送の場合は、配達証明付書留郵便とし提出期限までに必着とする。） 

　（３）提出期限 

　　　　令和６年５月１７日（金）午後４時必着 

（４）提出先 

　　　　常陸大宮市　地域創生部　山方支所　総合窓口・地域振興グループ 

 

８ 様式共通事項 

・提案書様式の文字のフォントは MS 明朝とし、大きさは 10.5 ポイント以上とすること。 

・電子データ形式は、汎用型の形式（PDF、Word、Excel 等）とすること。 

　　・提案書様式は、Ａ３判、片綴じ、横書き、片面印刷とする。 

　　・虚偽の記載をした場合は、当該提案書を無効とする。 

　　・提案書の提出後は、記載内容の変更を認めない。 

　　・色彩については完成予想と同じ配色とし、アニメ等のキャラクターの使用は不可とする。 

 

９ 質問書の受付及び回答 

　　本実施要領に関して不明な点がある場合は、次により質問書（様式第５号）を提出することがで 

きる。 

　（１）提出期限 
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　　　　令和６年４月２日（火）から令和６年４月１８日（木）午後４時必着 

　（２）提出方法 

　　　　質問書（様式第５号）を PDF 化し、電子メールにて提出すること。 

　　　　なお、質問の未到着を防ぐため、送信後、電話にて確認を行うこと。 

　　　　E-mail：yamagata@city.hitachiomiya.lg.jp 

　（３）回答方法 

　　　　質問内容を取りまとめ、市ホームページに掲載する。 

　　　　なお、当該回答は、本要領等に記載する内容の追加又は修正とみなす。 

 

10 現地見学会 

　　現地見学会を下記のおとり実施する。 

　（１）日　時：令和６年４月１６日（火）　午前１０時００分から 

　（２）場　所：山方地域センター　（茨城県常陸大宮市山方６６０番地） 

　（３）内　容：新庁舎建設予定地の見学 

　 

11 契約候補者の審査、選定方法及び評価基準 

（１）審査、選定方法 

ア　審査は、一次審査及び二次審査の二段階方式で行う。 

イ　二次審査で実施するプレゼンテーション及びヒアリングについては、審査委員会のみで

実施するものとする。 

　　　ウ　本プロポーザルにおける参加者が１者のみであった場合でも、審査を行う。 

（２）一次審査 

参加資格要件に適合しているか等、書類審査を行う。 

なお、参加申込者が多数の場合は、山方地域センター新庁舎の理解、業務実績等について審

査し、概ね５者程度を選定する。 

（３）二次審査 

審査委員会において、一次審査を通過した者の提案内容、プレゼンテーションについて審査

し、業務遂行能力、業務計画内容、価格等を総合的に判断し、最優秀提案事業者（受託候補者）

と次点提案事業者（次点候補者）を決定する。 

 

12 プレゼンテーション審査 

　 提案者が提出した企画提案書等の内容を詳しく理解し、公平な審査を行うため、プレゼンテーシ

ョン及び質疑応答を行う。 

（１）日時及び会場 

詳細については、一次審査を通過した者へ別途通知する。 

（２）時間配分 

プレゼンテーションの時間は、１者につき２０分以内とする。その後、審査委員から質疑応

答（１者につき１０分程度）を行う。 

（３）説明内容 
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　　提案書類を補足する形で行うものとし、記載のない内容に対する説明は認めない。 

（４）説明資料 

　　　　Microsoft　Office　PowerPoint を使用した説明を基本とする。 

（５）説明者 

　　　　説明者は３名以内とし、管理技術者は必ず出席すること。 

（６）機器 

プロジェクタ（HDMI）、ケーブル、スクリーンは市が用意し、その他の機器は提案者が用意

すること。 

（７）その他 

　　　　提案者が１者であっても実施する。 

 

13　契約の締結 

市は、最優秀提案事業者を受託候補者とし、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定

により、契約を締結する。 

なお、契約交渉が不調となった場合又は参加資格要件等を満たさないと認められた場合は、次点

提案事業者と契約交渉を行うこととする。 

 

14　失格要件 

次のいずれかに該当した場合は、提出された参加表明書等を無効とし、失格とする。 

（１）提出書類が、本実施要領に示された条件に適合しないとき。 

（２）提出書類が、提出期限を過ぎて提出されたとき。 

（３）提出書類に虚偽の記載があるとき。 

（４）審査の公平性に影響を与える行為をしたとき。 

（５）その他要領に違反するなど審査委員会が不適合と認めたとき。 

 

15　その他留意事項 

（１）本業務は、プロポーザル方式により設計者を選考するものであり、具体的な設計内容は、提

案書等に記載された内容を反映しつつ、市との協議に基づいて決定する。 

（２）提出書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時、単位は計量法

によるものとする。 

（３）提出されたすべての書類は、返却しない。 

（４）提出の期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（５）市が必要と認めた場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

（６）受託候補者及び次点候補者として選定された者が提出した提案書については、その内容を公

開（広報、ホームページ等）できるものとする。 

（７）提出された書類は、原則として本件業務以外に使用しない。ただし、本プロポーザルに係る

情報公開請求があった場合は、常陸大宮市情報公開条例に基づき、提出書類を公開する場合が

ある。 

（８）参加表明書及び企画提案書の提出は、１参加企業につき１申請とする。 
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（９）選考結果の問い合わせや、審査方法、審査結果に対する異議申し立ては一切認めない。 

（10）本プロポーザルに参加に要する費用など、必要な経費はすべて参加者の負担とする。 

（11）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続性が困難になった場合は、市は契約の解除がで

きるものとする。この場合、市に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。 

（12）今後の社会情勢や財政事情の変化、その他不可抗力等により、事業の計画の変更及び中止を

する場合がある。 

　（13）説明会等への協力 

ア　受託者は、プレゼンテーションの内容や作成する設計図書等について、庁議及び議会等へ

の説明に協力するものとする。 

　　　イ　受託者は、発注者の求めに応じて説明会等へ出席し、資料作成、説明及び運営等の支援を

行うものとする。 

　　　ウ　会議等の意見に基づき、発注者の指示により設計内容の見直し及びそれに基づく修正等

を行うものとする。また、発注者の指示により検討を求められた事項については、技術的検

討を行い、その結果を報告し指示を受けるものとする。 

　（14）このプロポーザルに関する説明会は、実施しない。 

（15）参加申込後に辞退する場合は、辞退届（様式第８号）を提出すること。 

 

16　事務局（所管課） 

本プロポーザルの手続きに係る書類は、次に掲げる事務局に提出することとする。 

　　　常陸大宮市　地域創生部　山方支所　総合窓口・地域振興グループ（担当：中島、長山、冨山） 

　　　〒319-3192　茨城県常陸大宮市山方６６０番地 

電　話：0295-57-2111（内線 122） 

　　　ＦＡＸ：0295-57-3992 

　　　E-mail：yamagata@city.hitachiomiya.lg.jp 


